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ボ

ア
ソ
ナ
ー
ド
の
『
家
督
相
績
見
込
』

に
つ
い
て

向

井

健

解

題

　
か
つ
て
、
尾
佐
竹
猛
博
士
は
、
「
明
治
の
初
期
を
表
象
す
る
も
の
は
文
明
開

　
　
　
　
　
　
（
1
）

化
の
四
字
に
墨
き
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
ま
こ
と
に
肯
繁
を
え
た
言
と
い
え

よ
う
。

　
明
治
維
新
の
、
そ
の
「
維
新
」
の
叫
び
に
照
懸
す
る
近
代
西
厭
交
明
へ
の
憧

憬
は
、
た
だ
ち
に
こ
れ
が
急
速
な
る
移
入
と
な
つ
て
示
現
し
、
た
め
に
、
わ
が

國
の
肚
會
制
度
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
わ
た
つ
て
大
憂
革
に
遭
遇
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
つ
た
。
明
治
の
文
物
百
般
は
、
急
激
な
護
展
の
蓮
績
で
あ
つ
た
が
、

法
律
制
度
も
ま
た
そ
の
な
か
に
伍
し
て
、
「
文
明
開
化
の
流
れ
に
樟
さ
し
て
囁

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

取
さ
れ
た
西
洋
法
律
思
想
」
の
影
響
を
う
け
つ
つ
、
異
常
な
ま
で
の
攣
轄
の
途

を
辿
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
囁
取
」
の
捲
い
手
の
一
員
に
、
當
時
、
明
治
政

　
　
　
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
『
家
督
相
績
見
込
』
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4

府
に
招
聴
さ
れ
て
い
た
御
傭
外
人
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
「
洋
才
和
魂
の
法
學
者
」

と
構
せ
ら
れ
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
（
O
自
匹
即
く
Φ
国
目
出
Φ
ω
o
謎
8
昌
銭
Φ
）
こ
・
て
、

「
籔
多
き
…
…
御
傭
外
人
中
に
あ
つ
て
も
、
眞
個
日
本
の
立
場
に
立
ち
日
本
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

爲
に
蓋
痒
せ
る
比
類
稀
な
る
一
人
」
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
（
6
）

　
彼
は
、
明
治
六
年
十
一
月
、
わ
が
政
府
の
懇
請
に
こ
た
え
て
來
朝
し
、
爾
來

司
法
省
　
外
務
省
　
元
老
院
な
ど
の
御
傭
外
人
あ
る
い
は
顧
問
と
し
て
活
躍
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
×
8
ノ

そ
の
事
蹟
は
、
た
ん
に
奮
刑
法
・
奮
民
法
な
ど
の
立
法
事
業
の
み
に
と
ど
ま
ら

（
9
）

ず
、
政
治
・
外
交
の
最
高
顧
問
と
し
て
審
力
し
た
の
で
あ
り
、
彼
の
か
が
や
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）
（
U
）

し
い
功
業
は
、
法
律
・
外
交
・
脛
濟
・
肚
會
の
廣
範
な
分
野
に
お
よ
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

手
塚
豊
博
士
が
、
「
明
治
の
偉
大
な
る
恩
人
」
と
構
揚
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ

う
。
籔
年
前
、
彼
の
胸
像
が
最
高
裁
到
所
と
法
政
大
學
に
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ

た
が
、
そ
の
際
、
「
時
事
新
報
」
は
と
く
に
「
外
國
の
恩
人
i
其
恩
を
忘
却
し

て
は
な
ら
ぬ
」
と
題
す
る
肚
説
を
か
か
げ
、
「
大
恩
あ
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
博
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
（
四
一
五
）



　
　
　
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
『
家
督
相
績
見
込
』
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

を
、
永
久
に
傳
え
る
こ
と
を
得
た
の
は
、
恩
を
知
る
も
の
x
眞
に
喜
ぶ
所
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）
（
届
）

そ
の
撃
を
た
た
え
た
の
は
、
き
わ
め
て
時
宜
を
え
た
も
の
で
あ
つ
た
。

O

　
さ
て
、
近
時
、
筆
者
は
は
か
ら
ず
も
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
「
家
督
相
績
見
込
」

と
題
さ
れ
た
一
文
書
を
披
見
す
る
機
會
を
も
つ
た
。
原
本
は
、
法
務
圖
書
館
所

藏
に
か
か
る
「
ホ
ア
ソ
ナ
ー
ト
氏
『
質
問
録
雑
編
』
」
中
に
、
他
の
歎
編
の
文

書
と
と
も
に
綴
込
ま
れ
て
い
る
「
ブ
ア
ソ
ナ
ヅ
氏
『
家
督
相
績
見
込
ヒ
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

り
、
司
法
省
青
色
十
行
罫
紙
十
五
枚
に
浄
書
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
全
容
は
、
後

掲
す
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
前
牟
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
相
績
法
の
大
意
を
し

る
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
牛
は
わ
が
家
督
相
績
に
關
す
る
問
答
と
な
つ
て
い

る
。
前
孚
部
の
絡
り
に
「
二
月
九
目
」
の
日
附
が
み
え
、
大
尾
に
「
東
京
千
八

百
七
十
五
年
」
と
あ
る
に
よ
れ
ば
、
こ
の
文
書
は
、
明
治
八
年
二
月
の
作
成
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

な
る
、
と
推
考
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
八
年
二
月
の
こ
ろ
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
つ
て
も
の
せ
ら
れ
た

相
績
論
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
二
種
の
資
料
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ

は
、
「
明
治
文
化
全
集
・
法
律
篇
」
に
覆
刻
さ
れ
た
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
稿
．
井
上

　
　
　
　
　
　
　
翁
）
（
欝
）

操
謬
「
相
績
論
」
で
あ
り
、
他
の
そ
れ
は
、
家
永
三
郎
博
士
が
紹
介
さ
れ
た
「
ボ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
2
0
）
（
2
1
）

ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
相
績
論
」
で
あ
る
。
後
者
は
、
「
千
八
百
七
十
五
年
二
月
十
一

（
距
）

日
」
と
い
う
日
附
が
添
え
て
あ
る
が
、
前
者
に
は
そ
れ
を
飲
く
の
で
威
稿
の
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
　
（
四
一
六
）

代
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
爾
者
の
内
容
は
「
甚
し
く
類
似
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

た
だ
、
そ
の
課
交
及
び
繁
簡
に
多
少
の
相
蓮
が
あ
る
の
み
」
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
二
資
料
が
密
接
な
一
蓮
關
係
に
た
つ
こ
と
は
容
易
に
推
定
で
き
、
前
者
の
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

製
期
日
も
八
年
二
月
ご
ろ
と
考
え
て
大
ぎ
な
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ

ば
、
筆
者
の
見
出
せ
る
「
家
督
相
績
見
込
」
と
あ
わ
せ
、
こ
こ
に
、
ボ
ア
ソ
ナ

ー
ド
が
八
年
二
月
に
筆
を
と
れ
る
相
績
論
が
、
三
種
、
世
に
お
く
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
資
料
を
比
照
す
る
に
、
謬
文
の
用
語
に
つ
い
て
は
三
者
三
様
、
若

干
の
相
異
は
看
取
さ
れ
る
も
の
の
、
内
容
・
形
式
は
一
見
し
て
酷
似
の
一
語
に

つ
き
よ
う
。
「
明
治
交
化
全
集
・
法
律
篇
」
に
牧
載
さ
れ
た
「
相
績
論
」
の
第
一

珊
が
、
あ
る
い
は
、
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
相
績
論
」
な
い
し
「
家
督
相
績
見
込
」

に
該
當
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
三
編
の
文
書
は
、
同
一
原
本
に
も
と
づ
く
異
謹
本
た
る
關

係
に
た
つ
ー
い
わ
ば
三
つ
子
關
係
に
で
も
擬
せ
ら
れ
よ
う
か
ー
1
と
も
推
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肪
）

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
確
言
は
ひ
か
え
た
い
。

○

明
治
八
年
二
月
と
い
え
ば
、
ボ
ア
ソ
ナ
！
ド
は
、
司
法
省
部
内
の
有
志
に
フ

ラ
ン
ス
民
法
を
講
述
し
、
き
た
る
べ
ぎ
民
法
典
編
纂
の
準
備
と
し
て
い
た
こ
ろ

で
あ
る
。
さ
き
に
、
手
塚
博
士
は
、
慶
鷹
義
塾
大
學
法
學
部
研
究
室
所
藏
に
か



か
る
小
田
切
盛
徳
女
書
中
の
「
民
法
會
議
筆
記
」
「
民
法
講
義
」
、
さ
ら
に
慶
感

義
塾
圖
書
館
藏
の
同
じ
く
小
田
切
奮
藏
書
た
る
箕
作
麟
群
謹
「
佛
蘭
西
法
律
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
26
X
僧
）
（
認
）

民
法
」
の
三
資
料
を
精
査
し
て
、
こ
の
間
の
事
情
を
閲
究
さ
れ
た
。
ボ
ア
ソ
ナ

ー
ド
が
「
随
屍
で
目
本
民
法
起
草
の
場
合
の
意
見
（
ブ
ラ
ソ
ス
民
法
の
條
丈
に

罫
す
る
修
正
意
見
）
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
到
断
す
る
に
、
こ
の
會
議
は
、

箪
に
彼
か
ら
フ
ラ
ン
ス
法
の
註
羅
を
聞
く
た
め
で
は
な
く
、
日
本
民
法
編
纂
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
齢
〉

準
備
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
」
と
読
か
れ
る
博
士
の
見
解
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

し
た
が
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
右
の
三
種
の
稀
襯
資
料
に
も
と
づ
け
ば
、
民
法
會
議
は
、
八
年
二
月

に
は
四
日
と
二
十
四
日
の
二
圖
開
催
さ
れ
、
爾
者
の
間
に
は
二
十
日
の
休
講
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

間
が
あ
つ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
當
時
、
上
述
せ
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
講
義
と
な
ら
ん
で
、

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
フ
ラ
ン
ス
訴
訟
法
（
民
事
訴
訟
法
）
講
述
の
會
議
を
主
宰
し

て
い
た
。
こ
の
會
議
の
議
事
録
と
し
て
、
現
在
、
内
閣
交
庫
に
「
訴
訟
法
會
議

響
」
と
題
す
塾
毒
器
書
本
が
所
警
れ
て
お
り
ぎ
髭
・
懸
義

麓
書
簸
の
箕
作
麟
慈
「
佛
蘭
西
法
襲
講
…
灘
」
は
・
あ
會
議
の
席

上
で
使
用
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
つ
た
、
と
推
考
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
内
閣
丈
庫
本
「
訴
訟
法
會
議
筆
記
」
に
は
、
七
年
四
月
十
日
の
第
一
號

記
録
よ
り
翌
年
四
月
三
十
日
の
第
四
十
五
號
記
録
ま
て
が
牧
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
お
お
む
ね
毎
月
五
・
十
の
日
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か

　
　
　
　
ボ
ア
ソ
ナ
：
ド
の
『
家
督
相
績
見
込
』
に
っ
い
て

　
　
（
3
6
）

が
え
る
が
、
そ
の
日
附
と
、
箕
作
謹
「
佛
蘭
西
法
律
書
訴
訟
法
『
に
書
入
れ
ら

れ
た
そ
れ
と
が
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
同
書
の
書
入
は
日
附
の
み
に
と
ど
ま

ら
ず
、
註
繹
・
人
名
（
た
と
え
ば
、
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
・
名
村
泰
藏
・
鶴
田
皓
〕

な
ど
が
記
載
さ
れ
て
あ
り
、
そ
の
態
様
は
、
手
塚
博
士
の
紹
介
せ
ら
れ
た
前
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

「
佛
蘭
西
法
律
書
民
法
」
の
場
合
と
ま
つ
た
く
同
一
で
あ
る
。
こ
の
［
佛
蘭
西

法
律
書
訴
訟
法
」
も
小
田
切
奮
藏
書
中
の
一
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
民

法
會
議
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
小
田
切
が
訴
訟
法
會
議
に
も
書
記
と
し
て
参
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
38
）

し
、
そ
の
席
上
、
筆
を
と
つ
て
し
る
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

　
こ
の
二
種
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
八
年
二
月
は
、
五
日
・
十
日
・
十
五
日
・
二

十
日
・
二
十
五
日
と
、
定
め
ら
れ
た
會
日
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

民
法
會
議
に
あ
つ
て
は
、
二
月
は
四
日
・
二
十
四
日
の
二
度
開
か
れ
た
の
み
で

そ
の
間
に
二
十
日
の
休
講
期
間
が
存
し
た
こ
と
は
既
述
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、

他
方
、
訴
訟
法
會
議
で
は
、
規
定
の
會
日
を
お
つ
て
行
わ
れ
、
休
止
期
間
は
な

か
つ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
民
法
會
議
・
訴
訟
法
會
議
の
名
實
と
も
に
中
心
人
物
と
目
さ
れ
る
ボ
ア
ソ
ナ

！
ド
が
、
當
局
者
の
命
に
よ
り
、
「
相
績
論
」
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
相
績
論
」
あ

る
い
は
「
家
督
相
績
見
込
」
と
表
題
さ
れ
る
、
わ
が
相
綾
制
度
改
革
に
關
す
る

意
見
書
を
執
筆
し
て
傾
聴
す
べ
ぎ
卓
見
を
述
べ
た
の
が
八
年
二
月
九
日
な
い
し

十
一
日
で
あ
つ
た
と
い
う
事
實
は
、
こ
こ
で
意
味
ふ
か
き
こ
と
と
し
て
浮
び
あ

が
る
で
あ
ろ
う
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
、
わ
が
相
績
制
度
に
つ
い
て
の
見
解
を
徴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
四
一
七
）



　
　
　
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
『
家
督
相
績
見
込
』
に
っ
い
て

せ
ら
れ
る
に
い
た
つ
た
脛
緯
は
い
ま
だ
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
が
、
彼
は
、
お

そ
ら
く
は
八
年
二
月
の
は
じ
め
ご
ろ
、
意
見
書
の
提
出
を
請
わ
れ
る
や
、
進
行

中
の
民
法
會
議
の
み
を
一
時
中
噺
し
て
相
績
制
度
改
革
を
め
ぐ
る
所
論
を
ま
と

め
あ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
内
容
の
一
部
は
問
答
形
式
を
と
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
質
問
は
、
あ
ら
か
じ
め
當
局
側
よ
り
與
え
ら
れ
て
い
た
、
と
も
推
測
さ
れ
る
。

　
か
く
し
て
彼
の
相
績
論
は
、
翌
九
年
、
井
上
毅
ら
に
よ
つ
て
相
綾
法
の
改
正

が
問
題
と
さ
れ
た
際
、
ふ
た
た
び
重
要
意
見
と
し
て
探
り
あ
げ
ら
れ
、
改
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

参
考
に
附
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

O

　
さ
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
法
律
観
、
な
い
し
法
哲
學
の
よ
つ
て
た
つ
と
こ
ろ

は
、
自
然
法
思
想
で
あ
つ
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
鯨
り
に
現
實
ば
な
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

の
し
た
奮
自
然
法
で
あ
つ
た
」
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
田
中
耕
太
郎
博
士
は

「
人
間
の
自
然
朕
態
（
騨
鉾
b
帥
ε
お
一
）
に
關
し
て
、
啓
蒙
期
自
然
法
の
學
説

を
採
用
せ
ず
し
て
、
人
間
が
他
の
動
物
と
異
る
所
以
に
立
脚
す
る
所
の
、
人
間

の
政
治
的
性
質
を
強
調
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
聖
ト
ー
マ
ス
的
自
然
法
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

に
露
依
し
て
ゐ
る
こ
と
を
明
瞭
に
看
取
し
得
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
罵
人
ヲ
害
ス
ル
ナ
シ
』
性
法
ハ
全
ク
此
ノ
一
語
二
存
ス
。
立
法
官
ハ
特
二
此

一
語
ヲ
擾
充
シ
之
ヲ
活
用
ス
ル
ノ
ミ
ナ
リ
。
是
レ
實
二
諸
人
爲
法
ノ
大
源
正
礎

ナ
リ
，
諸
君
之
ヲ
以
テ
吾
人
ノ
標
的
ト
爲
セ
。
日
本
語
以
テ
之
ヲ
約
言
シ
テ
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
（
四
一
八
）

意
ヲ
壼
ク
ス
ヲ
得
ル
猫
ホ
羅
馬
法
朗
西
ノ
語
二
異
ナ
ル
ナ
シ
。
日
ク
『
人
を
害

す
る
な
し
』
。
性
法
ハ
人
爲
法
ヨ
リ
其
意
味
深
長
ナ
ル
ニ
依
テ
之
ヲ
推
究
ス
ル

ニ
於
テ
ハ
遠
ク
萬
事
二
渉
ル
ヲ
得
ヘ
シ
。
故
二
吾
人
ノ
良
心
二
顯
ハ
レ
吾
人
ノ

道
理
ノ
示
ス
所
ノ
者
ヲ
蓮
守
セ
ハ
性
法
ト
人
爲
法
ト
共
二
漏
足
シ
テ
吾
人
二
於

テ
譲
ク
ル
所
ナ
カ
費
」
と
は
・
司
法
省
法
灘
の
羅
甚
れ
た
明
治
七

年
四
月
九
日
ー
訴
訟
法
會
議
の
開
始
さ
れ
る
前
日
ー
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
こ

こ
ろ
み
た
演
読
の
結
び
で
あ
る
が
、
彼
の
自
然
法
（
性
法
）
を
直
戴
に
要
約
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
に
し
た
が
え
ば
、
自
然
法
は
「
世
界
ヲ
撃
テ
蓮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

奉
セ
サ
ル
ナ
キ
法
律
ノ
大
要
基
本
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
を
基
盤

と
し
つ
つ
、
彼
は
法
學
教
育
に
專
念
す
る
一
方
、
各
種
の
立
法
事
業
に
關
與
し

て
こ
れ
を
推
進
し
た
の
で
あ
つ
た
。
「
日
本
の
自
然
法
思
想
を
培
つ
た
第
一
人

（
4
5
）

者
」
で
あ
る
彼
の
立
場
は
、
「
あ
た
か
も
維
新
の
の
ち
一
切
の
奮
慣
を
打
破
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

新
し
い
何
物
か
を
つ
か
も
う
と
す
る
明
治
前
期
の
時
代
的
要
求
に
合
致
し
た
」

　
　
　
　
（
4
7
）

と
も
い
え
よ
う
。

　
い
ま
、
相
績
制
度
に
覗
黙
を
し
ぽ
る
な
ら
ば
、
彼
の
所
論
の
大
要
に
接
す
る

に
は
「
明
治
文
化
全
集
・
法
律
篇
」
に
探
録
さ
れ
た
、
八
年
に
成
稿
の
「
相
績

論
」
が
比
較
的
ま
と
ま
つ
て
お
り
、
適
當
と
も
思
料
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
す
で
に
諸
家
の
先
行
業
績
の
鰯
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
ゆ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
（
4
9
）

つ
て
、
こ
こ
で
は
割
愛
い
た
し
た
い
。

　
こ
え
て
二
十
一
年
十
月
ご
ろ
、
奮
民
法
編
纂
途
上
の
草
案
の
一
つ
で
あ
る
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
（
5
1
）
（
5
2
）

い
わ
ゆ
る
第
一
草
案
が
成
立
し
た
が
、
そ
れ
に
さ
き
だ
つ
籔
ヵ
月
前
の
同
年
五

月
五
日
、
ポ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
國
家
學
會
の
月
次
會
に
お
い
て
「
長
子
灌
論
」
と

題
す
る
一
場
の
演
読
を
こ
こ
ろ
み
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
活
字
に
移
さ
れ
て
世
に

　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

間
わ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
「
長
子
権
ナ
ル
モ
ノ
ハ
法
律
輕
濟
道
徳
ノ
三
學
二
關
係
シ
多
少
ノ
差
ア
リ
ト

難
モ
三
者
何
レ
ニ
モ
渉
ラ
サ
ル
」
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
「
余
力
論
ス
ル
所
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
54
）

其
法
律
二
關
ス
ル
コ
ト
少
ク
シ
テ
却
テ
脛
濟
道
徳
二
關
ス
ル
所
多
キ
ニ
居
ル
」

と
そ
の
冒
頭
で
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
法
律
論
に
鰯
れ
る
と
こ
ろ
は
き
わ
め
て

す
く
な
い
。
終
り
に
の
ぞ
み
、
「
簡
案
ヲ
下
シ
テ
日
ハ
ン
ニ
長
子
権
ナ
ル
者
ハ

輕
濟
上
徳
義
上
及
ヒ
宗
教
上
ヨ
リ
観
察
ス
ル
一
二
黙
モ
正
理
ノ
之
ヲ
佐
ク
ル
所

　
　
（
5
5
）

ア
ル
ナ
シ
」
と
し
て
誘
論
を
結
ん
だ
の
は
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
ア
リ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

テ
レ
ス
、
聖
ト
ー
マ
ス
の
流
れ
を
く
む
ス
コ
ラ
的
自
然
法
の
徒
」
た
る
彼
の
面

目
の
一
端
を
窺
知
で
き
よ
う
。
「
相
績
論
」
で
明
示
さ
れ
た
彼
の
立
場
は
、
十
籔

年
の
歳
月
を
け
み
し
て
も
微
動
だ
に
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
論
考
が
公
け
に
さ
れ
る
や
、
「
學
識
ノ
遽
キ
コ
ト
彼
レ
ガ
如
ク
名
讐
ノ

隆
キ
コ
ト
彼
レ
ガ
如
ク
加
フ
ル
ニ
耳
順
鶴
髪
ノ
年
功
ヲ
以
テ
シ
テ
轍
十
年
來
固

執
ノ
持
論
ヲ
演
述
ス
」
「
夫
レ
民
法
編
纂
ノ
日
二
方
リ
政
府
一
旦
博
士
ノ
読
ヲ
採

臆
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
バ
是
レ
國
家
百
年
ノ
鍋
源
決
シ
テ
等
閑
二
看
過
ス
ベ
カ
ラ
ザ

　
　
　
（
研
）

ル
モ
ノ
ア
リ
」
と
し
て
、
た
だ
ち
に
木
内
重
四
郎
の
駁
論
が
も
の
せ
ら
れ
た
の

は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
明
治
の
祉
會
は
急
角
度
に
護
展
し
、
ニ

　
　
　
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
『
家
督
相
績
見
込
』
に
っ
い
て

十
年
頃
か
ら
は
漸
く
自
己
反
省
の
時
期
、
實
謹
主
義
の
時
代
に
入
つ
た
」
の
で

あ
る
が
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
「
滞
日
後
牛
期
が
比
較
的
不
遇
で
あ
つ
た
の
は
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
祀
）

…
博
士
の
立
脚
し
た
思
想
の
…
…
時
代
的
ズ
レ
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

と
指
摘
さ
れ
る
手
塚
博
士
の
評
言
は
、
ま
こ
と
に
適
切
で
あ
つ
た
。

○

　
以
上
、
筆
者
の
披
見
し
え
た
明
治
八
年
二
月
の
ボ
ア
ソ
ナ
！
ド
稿
「
家
督
相

績
見
込
」
な
る
一
女
書
を
め
ぐ
り
、
そ
の
周
邊
に
あ
る
一
・
二
の
問
題
に
つ
き

さ
さ
や
か
な
考
謹
を
加
え
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
、
そ
の
背
後
に
た
つ
相
績

制
度
に
關
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
法
思
想
に
ま
で
、
紹
介
を
か
ね
て
考
察
し
て

み
た
し
だ
い
で
あ
る
。

　
明
治
相
績
法
史
を
つ
ら
ぬ
く
大
き
な
命
題
は
、
家
督
相
績
に
封
す
る
遺
窪
相

績
、
長
男
子
相
績
に
封
す
る
分
割
相
績
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
相
互

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
相
剋
・
封
立
、
さ
ら
に
か
ら
み
あ
い
を
追
究
し
、
そ
の
性
格
・
意
義
を
閲
明

に
す
る
こ
と
こ
そ
、
專
家
に
與
え
ら
れ
た
課
題
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
こ

に
覆
刻
・
畿
表
す
る
「
家
督
相
績
見
込
」
も
、
將
來
、
こ
の
見
地
よ
り
の
接
近
・

楡
討
の
要
が
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
「
今
日
我
々
は
特
に
新
な
る
光
を
以
て
ボ
ア

ッ
ソ
ナ
ー
ド
の
思
想
を
再
吟
味
再
評
贋
し
、
以
て
明
治
の
創
業
時
代
に
於
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
4

我
が
國
家
祉
會
の
一
人
の
偉
大
な
恩
人
に
封
す
る
我
々
の
感
謝
を
新
に
す
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
四
一
九
）



　
　
　
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
『
家
督
相
績
見
込
』
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

と
い
う
要
講
に
、
い
く
ら
か
で
も
こ
た
え
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
1
）
　
尾
佐
竹
猛
「
明
治
大
正
政
治
史
講
話
」
二
二
頁
。

（
2
）
　
手
塚
豊
「
明
治
民
法
施
行
以
前
の
親
子
法
」
家
族
問
題
と
家
族
法
・

　
親
子
・
二
二
〇
頁
。

（
3
）
　
杉
山
直
治
郎
「
洋
才
和
魂
の
法
學
者
」
帝
國
大
學
新
聞
・
昭
和
一
一

　
年
一
一
月
二
六
目
號
。

（
4
）
　
手
塚
豊
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
日
露
職
孚
観
」
明
治
丈
化
・
第
一
六
巻

　
二
號
一
六
頁
。

（
5
）
　
岩
田
新
博
士
は
、
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
に
、
「
時
虚
位
を
通
じ
て
法
の
原

　
理
は
同
一
で
あ
る
と
す
る
の
、
固
い
信
念
が
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
如
何
に

　
し
て
過
去
二
千
年
來
違
つ
た
脅
慣
に
棲
み
、
違
つ
た
丈
化
に
育
つ
て
來
た

　
遠
方
孤
立
の
民
族
を
、
西
洋
の
法
律
に
ょ
つ
て
規
律
し
や
う
と
す
る
考
へ

　
が
、
浮
か
び
え
た
で
あ
ら
う
か
」
（
岩
田
「
日
本
民
法
史
」
一
七
六
頁
）
と

　
し
る
さ
れ
て
い
る
o

　
　
な
お
、
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
の
來
朝
の
動
機
に
つ
い
て
は
、
「
日
本
へ
の
深
い

　
愛
情
」
（
座
談
會
）
法
政
・
第
一
二
號
五
九
頁
、
田
中
耕
太
郎
「
ボ
ア
ッ
ソ

　
ナ
ー
ド
の
法
律
哲
學
」
法
律
哲
學
論
集
・
第
三
巻
・
一
一
五
頁
註
（
1
）
、

　
谷
田
貝
三
郎
「
身
分
法
に
お
け
る
普
遍
性
と
特
殊
性
」
同
志
肚
法
學
．
第

　
二
五
號
一
四
頁
註
（
4
）
参
看
。

（
6
）
　
法
務
圖
書
館
に
、
「
佛
國
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
皇
國
着
京
以
後
司
法
省
へ

　
建
白
井
ブ
ス
ケ
ー
氏
連
名
書
及
ガ
リ
ー
氏
添
書
類
」
な
る
一
丈
書
が
藏
せ

　
ら
れ
て
い
る
が
、
來
朝
直
後
の
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
の
動
勢
を
推
知
す
る
に
便

　
盆
な
賓
料
で
あ
ろ
う
。

五
六

（
四
二
〇
）

　
　
ち
な
み
に
、
こ
こ
に
「
ブ
ス
ケ
ー
氏
」
と
い
う
は
、
司
法
省
御
傭
外
人

O
Φ
3
的
霧
国
出
飢
器
切
O
仁
呂
q
9
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
に
關
し
て
は
、

　
手
塚
豊
「
明
治
法
制
史
上
に
於
け
る
ヂ
ュ
・
ブ
ス
ケ
と
ブ
ス
ケ
」
明
治
丈

　
化
・
第
一
五
巻
一
二
號
一
頁
以
下
、
同
「
ブ
ス
ケ
と
ヂ
ュ
・
ブ
ス
ヶ
丈
献

　
補
遺
」
明
治
丈
化
・
第
一
六
巻
七
號
二
三
頁
以
下
に
詳
細
で
あ
る
。
「
ガ
リ

　
ー
氏
」
と
は
、
同
じ
く
司
法
省
御
傭
外
人
O
器
ε
昌
O
巴
『
を
指
稻
し
て

　
い
る
。
向
井
健
「
『
民
法
口
授
』
小
考
」
慶
感
義
塾
創
立
百
年
記
念
論
丈

　
集
・
法
學
部
法
律
學
關
係
篇
・
五
〇
八
頁
以
下
参
看
。

（
7
）
　
た
と
え
ば
、
小
野
清
一
郎
「
奮
刑
法
と
ボ
ア
ソ
ナ
！
ド
の
刑
法
學
」

　
刑
罰
の
本
質
に
つ
い
て
、
そ
の
他
・
四
二
五
頁
以
下
、
石
井
良
助
「
民
法

　
編
纂
局
の
開
設
」
法
律
時
報
・
第
三
〇
巻
九
號
八
八
頁
以
下
、
同
「
ボ
ア

　
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
日
本
民
法
草
案
財
産
篇
」
法
律
時
報
・
第
三
〇
巻
一
〇

　
號
八
四
頁
以
下
、
一
一
號
八
八
頁
以
下
、
藥
師
寺
志
光
「
ボ
ア
ソ
ナ
；
ド

　
と
法
典
論
雫
」
法
政
・
第
一
コ
號
四
〇
頁
以
下
な
ど
参
看
。

（
8
）
　
明
治
二
十
三
年
に
公
布
さ
れ
た
奮
民
法
は
、
世
に
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
民

　
法
と
よ
ば
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
法
典
箏
議
の
結
果
、
陽
の
目
を
み
る
こ
と

　
な
く
葬
り
去
ら
れ
た
不
蓮
の
法
典
で
あ
つ
た
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ

　
る
。
し
か
し
、
當
時
の
實
情
を
み
る
に
、
奮
民
法
は
草
案
の
と
ぎ
か
ら
「
書

　
か
れ
た
條
理
」
と
し
て
裁
判
官
に
よ
つ
て
適
用
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
國

　
家
試
験
の
主
要
科
目
の
一
つ
で
も
あ
つ
た
。
こ
の
鮎
よ
り
按
ず
れ
ば
、
奮

　
民
法
は
た
ん
な
る
草
案
で
は
な
く
、
事
實
上
価
當
時
の
法
源
の
一
種
で
あ

　
つ
た
、
と
も
思
料
せ
ら
れ
、
つ
づ
く
明
治
民
法
に
も
、
内
容
的
に
す
く
な

　
か
ら
ざ
る
影
響
を
與
え
て
い
る
。
さ
れ
ば
、
杉
山
直
治
郎
博
士
が
、
「
私
は

　
敢
て
言
ひ
た
い
、
我
國
明
治
維
新
後
最
初
の
民
法
は
、
正
式
に
實
施
さ
れ



　
た
新
民
法
典
で
は
な
い
、
實
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
法
典
で
あ
つ
た
」
（
前
揚
・

　
杉
山
「
洋
才
和
魂
の
法
學
者
」
）
と
い
わ
れ
る
の
も
、
ま
た
ゆ
え
な
し
と
し

　
な
い
。

（
9
）
　
尾
佐
竹
博
士
は
、
か
つ
て
「
遺
憾
な
の
は
、
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
の
事
蹟
を

　
以
て
軍
な
る
立
法
事
業
の
範
園
に
止
ま
る
か
の
如
く
設
く
も
の
N
あ
る
こ

　
と
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
そ
の
畢
生
の
大
事
業
た
る
奮
民
法
が
實
施
せ
ら
る

　
』
に
至
ら
ざ
り
し
よ
り
、
こ
れ
を
輕
覗
し
、
軍
に
、
奮
刑
法
の
起
草
者
と

　
し
て
の
み
推
奨
し
、
ま
た
は
裁
判
所
構
成
法
の
立
案
者
と
し
て
の
み
稻
揚

　
す
る
も
の
x
あ
る
の
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
爲
め
に
採
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
素
よ
り
是
等
の
事
柄
も
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
事
業
の
中
に
お
い
て
は
、
重

　
要
な
る
足
跡
を
印
し
た
も
の
に
相
違
な
い
が
、
こ
れ
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の

　
一
面
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
（
尾
佐
竹
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
思
出
」
丈
化

　
と
大
學
・
九
〇
ー
九
一
頁
）
と
蓮
べ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。

（
1
0
）
　
彼
の
功
績
に
つ
い
て
、
手
塚
豊
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
博
士
の
こ
と
ど
も
」

　
三
色
旗
・
第
七
二
號
五
頁
以
下
は
、
簡
明
に
し
て
要
を
え
て
い
る
。

（
1
1
）
　
民
法
典
・
刑
法
典
の
編
纂
と
相
並
ぶ
べ
き
彼
の
業
績
の
一
つ
に
、
拷

　
問
制
度
慶
止
に
關
す
る
貢
献
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
手
塚
豊
「
明

　
治
初
年
の
拷
問
制
度
」
明
治
初
期
刑
法
史
の
碕
究
二
二
六
頁
以
下
参
看
。

　
　
な
お
杉
村
虎
丁
大
谷
美
隆
「
拷
間
腰
止
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
の
功
績
」

　
法
律
及
政
治
・
第
六
巻
八
號
一
〇
五
頁
以
下
、
九
號
八
六
頁
以
下
、
大
谷

　
美
隆
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
博
士
の
我
國
司
法
部
に
封
す
る
功
献
を
偲
ぶ
」
法

　
律
新
報
・
第
五
五
九
號
八
頁
以
下
、
同
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
博
士
の
拷
問
慶

　
止
の
建
白
書
爽
表
に
つ
い
て
」
法
律
新
報
・
第
七
五
八
號
六
〇
頁
以
下
参

　
看
。

ボ
ア
ソ
ナ
！
ド
の
『
家
督
相
綴
見
込
』
に
っ
い
て

　
　
政
治
・
外
交
の
方
面
に
お
け
る
彼
の
寄
興
の
う
ち
、
有
名
な
の
は
、
條

　
約
改
正
反
封
意
見
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
明
治
文
化
全
集
・
外
交
篇
」
（
昭
和

　
三
年
版
）
四
四
七
頁
以
下
に
、
「
ボ
ア
ソ
ナ
t
ド
外
交
意
見
」
と
し
て
牧
め

　
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
尾
佐
竹
猛
「
井
上
毅
・
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
爾
氏
封
話

　
筆
記
」
法
曹
會
會
報
・
第
一
三
號
一
九
頁
以
下
、
荻
原
久
康
「
條
約
改
正

　
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
」
藝
林
・
第
三
巻
四
號
三
六
頁
以
下
参
看
。

　
　
こ
の
ほ
か
、
小
牧
近
江
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
日
本
勢
働
問
題
へ
の
寄
與
｝

　
法
政
・
第
二
一
號
五
〇
頁
以
下
、
吉
野
作
造
「
『
日
本
二
於
ケ
ル
勢
働
問

　
題
』
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
ノ
維
濟
論
ヲ
評
ス
』
解
題
一
明
治
丈
化
全
集
・
説

　
會
篇
（
昭
和
四
年
版
）
・
解
題
二
七
頁
以
下
な
ど
参
看
。

（
1
2
）
　
前
掲
・
手
塚
「
ボ
ア
ソ
ナ
：
ド
博
士
の
こ
と
ど
も
　
五
頁
。

（
1
3
）
　
「
時
事
新
報
」
昭
和
二
八
年
一
二
月
二
九
目
號
。

（
1
4
）
　
か
つ
て
、
石
山
彌
、
平
氏
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
逝
去
（
明
治
四
三
年
）

　
に
際
し
、
「
吾
人
は
唯
た
世
間
幾
千
の
朝
野
法
曹
か
、
氏
の
功
勲
を
貌
覗
し

　
不
關
焉
の
態
度
を
探
る
を
怪
み
、
識
者
の
起
て
速
か
に
之
か
表
彰
の
道
塗

　
を
開
か
ん
こ
と
を
望
む
に
切
な
り
」
（
石
山
「
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
氏
の
功
績
を

　
紀
念
せ
よ
」
日
本
辮
護
士
協
會
録
事
・
第
一
四
四
號
五
頁
）
と
論
じ
て
い

　
た
。

（
焉
）
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
滞
目
は
、
前
後
二
十
二
年
に
お
よ
ん
だ
か
（
も
つ

　
と
も
明
治
二
十
二
年
に
、
　
約
六
ヵ
月
の
賜
暇
を
え
て
臨
佛
し
て
い
る
）
、

　
奮
民
法
の
施
行
延
期
が
決
定
し
、
邦
人
の
み
に
よ
る
民
法
典
の
編
纂
が
す

　
す
み
つ
つ
あ
つ
た
明
治
二
十
八
年
、
情
然
と
し
て
蹄
國
し
た
。

　
　
な
お
、
「
ボ
ア
ッ
ソ
ナ
ー
ド
博
士
を
邊
る
』
太
陽
・
創
刊
號
一
六
九
頁
以

　
下
、
「
加
太
邦
憲
自
歴
譜
ヒ
五
三
頁
以
下
、
「
川
淵
龍
起
自
歴
譜
」
七
二
頁

五
七

（
四
一
二
）



　
　
　
ポ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
『
家
督
相
綾
見
込
』
に
っ
い
て

　
以
下
参
看
。

（
1
6
）
　
明
治
十
年
十
二
月
よ
り
翌
年
五
月
に
か
け
、
司
法
省
は
「
質
問
録
」

　
三
冊
を
印
行
し
た
が
、
「
家
督
相
績
見
込
」
は
、
そ
の
な
か
に
見
出
し
え
な

　
い
。

（
1
7
）
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
拷
問
を
目
撃
し
た
後
、
た
だ
ち
に
筆
を
と
つ
て
意

　
見
書
を
し
た
た
め
、
司
法
卿
大
木
喬
任
に
提
出
し
た
の
が
、
二
ヵ
月
後
の

　
八
年
四
月
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
・
手
塚
「
明
治
初
年
の
拷
問
制

　
度
」
一
二
六
頁
以
下
参
看
。

だ
1
8
）
　
「
明
治
丈
化
全
集
・
法
律
篇
」
（
昭
和
三
二
年
版
）
五
一
八
頁
以
下
に
牧

　
め
ら
れ
て
い
る
。
本
丈
書
の
名
稚
は
、
上
掲
書
・
五
一
八
頁
に
は
「
ボ
ア

　
ソ
ナ
ー
ド
氏
意
見
書
相
績
論
」
と
あ
る
が
、
四
六
二
頁
・
中
扉
裏
の
註
記

　
に
は
「
相
績
制
改
革
に
關
す
る
意
見
書
」
と
み
ゆ
。
本
稿
に
お
い
て
は
、

　
「
相
績
論
」
と
呼
稽
す
る
。

　
　
な
お
、
風
早
八
十
二
氏
の
解
題
に
し
た
が
え
ば
、
本
丈
書
は
奮
司
法
省

　
圖
書
館
所
藏
に
か
か
り
、
全
四
冊
罫
紙
四
＋
二
枚
よ
り
成
る
爲
本
で
あ
る

　
（
上
掲
君
・
解
題
三
五
頁
参
看
）
。

・
、
1
9
）
　
さ
き
に
手
塚
博
士
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
養
子
反
封
論
者
と
さ
れ
る

　
青
山
道
夫
教
授
の
所
見
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
が
（
手
塚
「
明

　
治
前
期
の
養
子
反
封
論
』
法
學
研
究
・
第
一
．
八
巻
四
號
六
一
頁
以
下
参

　
看
）
、
青
山
教
授
の
典
嫁
と
さ
れ
た
の
は
、
實
は
こ
の
「
相
綾
論
」
の
一
節

　
て
あ
つ
た
。

（
2
0
）
　
家
永
三
郎
「
新
民
法
精
神
の
萌
芽
」
日
本
近
代
思
想
史
研
究
・
一
〇

　
八
頁
以
下
参
看
。

　
　
こ
の
論
稿
は
、
明
治
九
年
、
太
政
官
法
制
局
に
お
い
て
行
わ
れ
た
相
纈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
　
（
四
一
二
↓
）

　
法
改
正
を
め
ぐ
る
顛
末
を
井
上
毅
丈
書
に
よ
つ
て
読
か
れ
た
貴
重
な
專
論

　
で
あ
る
が
、
こ
の
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
相
績
論
」
は
、
そ
の
一
件
書
類
中

　
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
2
1
）
　
井
上
毅
の
作
製
し
た
い
わ
ゆ
る
「
乙
號
布
告
案
」
に
つ
き
（
前
註
所

　
引
論
丈
・
一
〇
〇
頁
以
下
）
、
近
時
、
「
こ
の
井
上
案
は
、
子
弟
の
別
居
・

　
分
産
め
自
由
お
よ
び
相
綾
放
棄
を
認
め
た
鮎
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
と

　
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
軍
濁
相
績
か
分
割
相
績
か
の
撰
揮
椹
を
家
父

　
長
に
認
め
た
鮎
に
つ
い
て
は
…
…
必
ず
し
も
進
歩
的
で
あ
つ
た
と
言
い
切

　
れ
る
か
ど
う
か
、
疑
問
の
飴
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
（
川
島
武
宜
・
利

　
谷
信
義
「
民
法
（
上
）
1
法
艦
制
準
備
期
ー
」
目
本
近
代
法
登
達
史
・

　
第
五
巻
・
二
三
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
2
2
）
　
前
掲
・
家
永
「
新
民
法
精
神
の
萌
芽
」
一
一
〇
頁
。

（
2
3
）
　
前
掲
・
谷
田
貝
「
身
分
法
に
お
け
る
普
遍
性
と
特
殊
性
」
二
六
頁
註

　
（
1
）
。

（
2
4
）
　
前
掲
・
川
島
・
利
谷
「
民
法
（
上
）
ー
法
艦
制
準
備
期
1
」
三
二

　
頁
註
（
1
1
）
滲
看
。

（
2
5
）
　
「
家
督
相
綾
見
込
」
は
八
年
二
月
九
日
の
目
附
を
有
し
、
「
ボ
ア
ソ
ナ

　
ー
ド
氏
相
績
論
」
は
同
年
二
月
十
一
日
附
で
あ
る
が
、
こ
の
相
異
は
ど
の

　
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
、
な
ど
問
題
の
い
ま
だ
い
く
つ
も
残
存
す
る
こ
と

　
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
2
6
）
　
手
塚
豊
「
明
治
十
一
年
民
法
草
案
編
纂
前
後
の
一
考
察
」
瀧
川
博
士

　
還
暦
記
念
論
丈
集
・
目
本
史
篇
・
八
三
五
頁
以
下
参
看
。

（
2
7
）
　
小
田
切
盛
徳
は
、
「
元
老
院
勅
奏
判
任
官
履
歴
書
」
に
し
た
が
え
ぽ
、

　
五
年
九
月
八
日
・
任
司
法
大
録
、
八
年
五
月
十
五
日
・
補
司
法
省
七
等
出



　
仕
、
九
年
一
月
十
七
日
・
任
司
法
椹
少
丞
と
み
え
る
ゆ
え
、
八
年
二
月
當

　
時
は
、
司
法
大
録
で
あ
つ
た
の
て
あ
る
。

（
2
8
）
　
筆
者
は
、
さ
き
に
司
法
卿
江
藤
新
卒
の
民
法
編
纂
に
つ
ぎ
拙
論
を
公

　
け
に
し
た
が
、
そ
の
と
き
紹
介
し
た
る
「
民
法
會
議
筆
記
」
も
慶
感
義
塾

　
大
學
法
學
部
砺
究
室
藏
の
小
田
切
丈
書
の
一
本
で
あ
る
。
前
掲
・
向
井

　
「
『
民
法
口
授
』
小
考
」
四
九
九
頁
滲
看
。

　
　
な
お
、
右
の
「
民
法
會
議
筆
記
」
と
、
本
文
に
お
け
る
手
塚
博
士
の
利

　
用
さ
れ
た
「
民
法
會
議
筆
記
」
と
は
、
と
も
に
小
田
切
丈
書
で
は
あ
る
が

　
ま
つ
た
く
異
れ
る
資
料
て
あ
る
こ
と
は
、
言
を
倹
た
な
い
て
あ
ろ
う
。

・
29
）
　
前
掲
・
手
塚
「
明
治
十
一
年
民
法
草
案
編
纂
前
後
の
一
考
察
」
八
四

　
一
頁
。

（
3
0
）
　
石
井
良
助
博
士
も
、
「
こ
の
講
義
の
筆
記
を
『
民
法
會
議
筆
記
』
と
稔

　
し
て
い
る
こ
と
も
こ
の
推
定
を
助
け
る
も
の
」
（
石
井
「
明
治
十
一
年
民
法

　
草
案
」
（
一
）
法
律
時
報
・
第
三
〇
巻
四
號
九
六
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
3
1
）
　
前
註
（
2
9
）
に
同
じ
。

へ
3
2
）
　
こ
の
會
議
録
が
「
訴
訟
法
會
議
筆
記
」
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

　
會
議
の
途
上
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
フ
ラ
ン
ス
訴
訟
法
の
條
文
に
封
す
る
修

　
正
意
見
を
嚢
言
し
て
い
る
こ
と
と
考
え
あ
わ
せ
て
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で

　
あ
ろ
う
。
民
法
會
議
の
場
合
と
同
じ
く
、
わ
が
訴
訟
法
典
編
製
の
準
備
と

　
し
て
、
こ
の
訴
訟
法
會
議
が
行
わ
れ
た
、
と
も
推
論
さ
れ
よ
う
。

　
　
ち
な
み
に
、
こ
の
訴
訟
法
會
議
の
開
始
さ
れ
た
翌
八
年
の
、
お
そ
ら
く

　
は
そ
の
後
牛
よ
り
、
司
法
省
に
お
い
て
は
訴
訟
法
の
編
纂
が
す
す
め
ら
れ

　
て
お
り
、
九
年
に
は
未
定
稿
な
が
ら
一
鷹
の
草
案
が
完
成
し
て
い
た
の
で

　
あ
る
。
な
お
、
訴
訟
法
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
他
目
を
期
し

ポ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の

『
家
督
相
績
見
込
』
に
つ
い
て

　
た
い
。

（
3
3
）
　
箕
作
の
離
課
せ
る
「
佛
蘭
西
法
律
菩
訴
訟
法

「
は
、
六
年
九
月
よ
り

　
翌
年
四
月
に
か
け
て
順
次
嚢
刊
さ
れ
、
全
八
珊
よ
り
成
る
。
も
つ
と
も
、

　
箕
作
が
謙
課
し
た
の
は
こ
れ
よ
り
か
な
り
以
前
で
あ
つ
た
。
「
元
老
院
勅

　
奏
鋼
任
官
履
歴
書
」
に
よ
れ
ば
、
五
年
正
月
二
十
日
條
に
、
「
訴
訟
法
全
部

　
十
一
冊
至
急
翻
課
成
業
格
別
勉
働
二
付
爲
御
褒
美
目
録
之
通
下
賜
候
事
一

　
金
百
圓
」
と
み
ゆ
。
な
お
、
前
揚
・
向
井
「
『
民
法
口
授
』
小
考
」
五
〇
一

　
頁
註
（
9
）
参
看
。

（
3
4
）
　
前
註
に
し
る
し
た
ご
と
く
、
「
佛
蘭
西
法
律
書
訴
訟
法
」
の
上
梓
は
七

　
年
四
月
を
も
つ
て
完
結
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
と
、
司
法
省
内
に

　
お
げ
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
訴
訟
法
會
議
が
そ
の
と
き
よ
り
焚
足
し
た
事
實

　
と
に
注
意
す
べ
ぎ
で
あ
る
。

（
35
）
　
慶
鷹
義
塾
圖
書
館
藏
「
佛
蘭
西
法
律
書
訴
訟
法
」
は
、
箕
作
課
の
全

　
八
冊
本
を
ま
と
め
て
一
巻
と
し
て
あ
り
、
表
紙
に
「

佛
國
訴
訟
法
」
と
題

　
し
て
あ
る
。
奮
藏
者
た
る
小
田
切
が
、
私
物
用
に
製
本
し
な
お
し
た
も
の

　
で
あ
ろ
ろ
。

（
36
）
　
七
年
七
月
十
二
日
の
會
議
を
例
外
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
日
よ
り
同

　
年
＋
一
月
三
十
目
ま
で
開
催
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
北

　
京
出
張
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
前
揚
・
手
塚
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
博
士

　
の
こ
と
ど
も
」
八
頁
参
看
。

（
37
）
　
前
掲
・
手
塚
「
明
治
十
一
年
民
法
草
案
編
纂
前
後
の
一
考
察
」
八
四

　
〇
頁
参
看
。

（
3
8
）
　
法
務
圖
書
館
に
も
、
「
訴
訟
法
講
義
」
と
題
さ
れ
た
爲
本
が
藏
せ
ら
れ

　
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
披
見
・
封
照
の
機
會
を
も
ち
え
な
い
こ

五
九

（
四
二
三
）



　
　
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
『
家
督
相
績
見
込
』
に
っ
い
て

　
と
を
遺
憾
と
す
る
。
内
閣
丈
庫
本
「
訴
訟
法
會
議
筆
記
」
の
異
本
で
あ
ろ

　
う
か
。

　
　
ち
な
み
に
、
訴
訟
法
會
議
の
議
事
筆
記
は
、
そ
の
後
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

　
講
義
・
名
村
泰
藏
口
課
「
佛
國
訴
訟
法
講
義
」
と
し
て
出
版
さ
れ
て
お
り

　
明
治
十
一
年
版
・
十
四
年
版
な
ど
が
存
す
る
。

（
39
）
　
前
註
（
2
0
）
に
同
じ
。

（
4
0
）
　
風
早
八
十
二
「
『
性
法
講
義
』
解
題
」
明
治
丈
化
全
集
・
法
律
篇
冷
昭

　
和
三
二
年
版
Y
解
題
三
三
頁
。

（
4
1
）
　
前
掲
・
田
中
「
ボ
ア
ッ
ソ
ナ
ー
ド
の
法
律
哲
學
」
一
三
二
頁
。

（
4
2
）
　
「
性
法
講
義
抄
」
明
治
丈
化
全
集
・
法
律
篇
（
昭
和
三
二
年
版
）
・
四

　
七
一
ー
四
七
二
頁
。

（
4
3
）
　
正
確
に
は
司
法
省
内
明
法
寮
の
法
學
校
で
あ
ろ
う
。
明
法
寮
の
法
學

　
校
の
開
設
は
五
年
七
月
で
あ
る
が
（
「
司
法
溜
革
誌
ヒ
七
頁
に
よ
れ
ば
、

　
七
月
五
日
と
み
ゆ
）
、
司
法
省
内
に
佛
國
法
律
學
科
專
門
學
校
が
設
け
ら
れ

　
た
の
は
、
九
年
三
月
で
あ
る
。
明
法
寮
は
八
年
五
月
に
屡
せ
ら
れ
た
が
、

　
そ
の
と
ぎ
生
徒
掛
は
本
省
へ
屡
す
こ
と
に
な
つ
た
。

　
　
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
加
太
邦
憲
自
歴
譜
」
八
七
頁
以

　
下
に
詳
し
い
。
な
お
、
田
部
芳
「
明
治
の
司
法
界
に
封
す
る
フ
ラ
ソ
ス
の

　
影
響
」
法
曹
會
會
報
・
第
コ
一
號
一
一
頁
以
下
、
「
東
京
帝
國
大
學
五
十
年

　
史
」
（
上
珊
）
五
八
六
頁
以
下
参
看
。

（
4
4
）
　
前
揚
「
性
法
講
義
抄
」
四
六
七
頁
。

（
4
5
）
　
前
掲
・
岩
田
「
目
本
民
法
史
」
一
七
七
頁
。

（
4
6
）
　
前
掲
・
手
塚
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
博
士
の
こ
と
ど
も
」
九
頁
。

（
4
7
）
　
明
治
初
期
以
降
の
自
然
法
に
關
す
る
著
述
に
つ
い
て
は
、
小
早
川
欣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
　
（
四
二
、
四
）

　
吾
「
奮
民
法
典
編
纂
過
程
と
蓉
民
法
典
に
關
す
る
論
箏
に
就
い
て
」
績
明

　
治
法
制
叢
考
二
一
八
七
頁
以
下
参
看
。
な
お
、
鈴
木
義
男
「
我
國
に
於
け

　
る
西
洋
法
學
の
濫
鵤
」
國
家
學
會
五
十
周
年
記
念
國
家
學
論
集
・
六
八
八

　
頁
以
下
参
看
。

（
4
8
）
　
前
揚
・
谷
田
貝
「
身
分
法
に
お
け
る
普
遍
性
と
特
殊
性
」
一
九
頁
以

　
下
、
前
掲
・
川
島
・
利
谷
「
民
法
（
上
）
1
法
髄
制
準
備
期
1
」
三
〇

　
頁
以
下
参
看
。

（
4
9
）
　
彼
が
明
治
十
三
年
三
月
よ
り
五
月
に
か
け
、
前
後
十
三
同
に
わ
た
つ

　
て
行
つ
た
講
義
の
筆
記
で
あ
る
「
法
律
大
意
講
義
」
に
お
い
て
も
、
相
績

　
制
度
に
關
し
、
そ
の
所
見
の
一
端
を
蓮
べ
て
い
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
ロ

　
述
・
加
太
邦
憲
筆
記
「
法
律
大
意
講
義
」
（
明
治
一
四
年
版
）
二
九
頁
以
下

　
参
看
。

　
　
ち
な
み
に
、
こ
の
講
義
に
つ
き
、
「
こ
の
講
義
の
筆
記
が
司
法
省
藏
版
と

　
な
つ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
司
法
省
法
學
校
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か

　
と
想
像
す
る
が
、
こ
れ
を
詳
か
に
し
な
い
」
（
前
掲
・
谷
田
貝
「
身
分
法
に

　
お
け
る
普
遍
性
と
特
殊
性
」
一
八
頁
註
1
）
と
の
見
解
が
あ
る
が
、
こ
の

　
講
義
の
絡
了
せ
る
翌
目
（
＋
三
年
五
月
＋
三
目
）
よ
り
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

　
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
費
買
編
の
講
辿
を
司
法
省
法
學
校
に
お
い
て
開
始
し
て

　
い
る
し
、
筆
記
者
か
つ
醗
課
者
の
加
太
邦
憲
は
、
そ
の
こ
ろ
司
法
省
に
二

　
等
屑
な
い
し
三
等
囑
と
し
て
在
職
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
講
義

　
が
、
司
法
省
法
學
校
に
お
い
て
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま

　
ず
闇
蓮
い
な
い
て
あ
ろ
う
。
な
お
、
前
掲
「
加
太
邦
憲
自
歴
譜
」
一
〇
九

　
頁
・
附
録
二
三
頁
参
看
。

（
50
ノ
　
奮
民
法
の
い
わ
ゆ
る
第
一
草
案
の
起
草
纏
過
に
つ
い
て
は
、
手
塚
豊



　
一
明
治
二
十
三
年
民
法
に
お
け
る
戸
主
椹
」
（
一
）
法
學
研
究
・
第
二
六
巻

　
一
〇
號
六
頁
以
下
参
看
。

　
　
な
お
、
い
わ
ゆ
る
第
一
草
案
の
、
相
績
に
關
し
規
定
す
る
は
、
「
民
法
草

　
案
獲
得
編
第
二
部
」
（
全
四
六
八
ヵ
條
）
に
お
い
て
で
あ
る
。

（
5
1
）
　
い
わ
ゆ
る
第
一
草
案
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
關
係
に
つ
き
、
筆
者
は
別

　
の
機
會
に
鯛
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
向
井
健
「
奮
民
法
關
係
書
二
題
」
巖
南

　
堂
書
目
・
第
八
七
號
一
頁
参
看
。

（
5
2
）
　
い
わ
ゆ
る
第
一
草
案
の
相
績
に
つ
い
て
は
、
前
娼
・
手
塚
「
明
治
二

　
十
三
年
民
法
に
お
け
る
戸
主
椹
」
（
一
）
一
五
頁
註
（
1
7
）
、
手
塚
豊
「
明

　
治
二
十
三
年
民
法
に
お
け
る
養
子
制
度
一
（
一
）
法
學
研
究
・
第
二
八
巻
九

　
號
二
一
頁
・
二
八
頁
註
（
25
）
、
前
掲
・
川
島
・
利
谷
「
民
法
（
上
）
i
法

　
膣
制
準
備
期
1
」
三
三
頁
以
下
参
看
。

（
53
）
　
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
「
長
子
穫
論

一
國
家
學
會
雑
誌
・
第
一
五
號
二
四
七

　
頁
以
下
、
第
一
六
號
一
、
一
　
一
頁
以
下
。

（
5
4
）
　
前
註
所
引
論
丈
（
一
）
　
二
四
八
頁
。

（
5
5
）
　
前
註
所
引
論
丈
（
二
Y
三
一
八
頁
。

（
56
）
　
田
中
耕
太
郎
「
ボ
ア
ノ
ナ
ー
ド
教
授
を
想
う
」
毎
目
新
聞
・
昭
和
二

　
八
年
一
一
月
二
一
佃
號
。

（
5
7
）
　
木
内
重
四
郎
「
長
子
灌
論
ヲ
讃
ム
」
（
一
）
國
家
學
會
難
誌
・
第
一
七

　
號
四
〇
一
頁
。

（
5
8
）
　
前
註
（
4
6
）
に
同
じ
。

（
5
9
）
　
明
治
民
法
施
行
後
の
明
治
三
＋
四
年
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
奮
民
法

　
ー
葬
ら
れ
た
不
運
の
法
典
ー
に
つ
ぎ
、
「
然
れ
と
も
余
は
他
日
必
す
貴

　
邦
人
は
奮
民
法
の
顛
覆
否
な
其
の
當
然
存
置
せ
し
む
へ
き
規
定
の
大
牛
を

　
　
　
ボ
ア
ソ
ナ
！
ド
の
『
家
督
相
績
見
込
』
に
っ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
減
少
し
た
る
を
悔
ふ
る
の
時
期
あ
る
べ
き
を
信
ず
る
な
り
、
（
「
在
佛
國
ポ

　
ア
ソ
ナ
ー
ド
先
生
よ
り
の
來
翰
ユ
法
律
新
聞
・
第
七
一
號
）
と
述
べ
て
い

　
た
こ
と
を
附
言
し
て
お
く
。

（
6
0
）
　
前
揚
・
田
中
「
ボ
ア
ソ
ソ
ナ
ー
ド
の
法
律
哲
學
」
　
一
五
五
頁
。

（
61
）
　
ち
な
み
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
！
ド
に
は
、
「
遺
物
相
績
史
」
な
る
論
述
が
あ

　
り
、
明
治
十
三
年
、
ヂ
ュ
・
ブ
ス
ケ
（
｝
ま
Φ
詳
O
げ
胃
一
霧
U
O
切
O
葛
－

　
ρ
q
9
）
の
謙
課
に
よ
り
、
元
老
院
か
ら
梓
行
さ
れ
た
。
原
著
は
、
ボ
ァ
ソ

　
ナ
ー
ド
が
宮
内
省
に
献
上
せ
る
国
溢
ε
貯
Φ
山
Φ
置
融
8
署
Φ
び
⑪
艮
a
塾

　
♂
曽
一
目
Φ
O
け
山
Φ
oo
O
目
一
昌
騰
一
＝
Φ
昌
O
Φ
H
昌
O
吋
即
一
Φ
Φ
θ
Φ
O
O
冒
O
昌
二
ρ
‘
Φ
．
℃
国
帰
一
〇〇
導

　
一
G
o
刈
G
o
・
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
凡
　
　
　
例

e
　
覆
刻
は
、
な
る
べ
く
原
本
の
艦
裁
を
保
つ
こ
と
に
つ
と
め
た
が
、
印
刷

　
の
便
宜
か
ら
、
通
常
使
用
し
な
い
字
艦
は
若
干
改
め
た
。

⇔
　
明
ら
か
に
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
個
所
、
お
よ
ひ
脱
字
の
個
所
も
そ
の
ま

　
ま
に
し
（
マ
こ
と
附
記
し
た
。

㊤
　
（
朱
書
）
の
部
分
は
、
原
文
朱
書
の
個
所
で
あ
る
。

プ
ア
ソ
ナ
ヅ
氏
『
家
督
相
績
見
込
』

　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

佛
國
家
督
相
績
ノ
方
ハ
頗
ル
日
本
ノ
通
習
ト
異
ナ
リ
其
揆
ム
キ
ハ
第
一
上
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
　
（
四
二
五
）



　
　
　
　
ポ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
『
家
督
相
績
見
込
』
に
っ
い
て

　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
レ

ノ
別
ヲ
立
テ
ス
叉
生
法
二
從
フ
ヲ
旨
ト
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
其
意
味
深
重
頗
ル
人
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
マ
レ

ニ
通
ス
ル
ノ
道
タ
リ
故
二
其
方
タ
ル
ヤ
自
然
ノ
義
理
ヲ
酌
テ
至
當
ノ
法
則
ヲ
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
マ
ロ

シ
以
テ
之
ヲ
施
政
上
二
安
排
ス
凡
家
督
ノ
本
意
ハ
一
家
ノ
財
産
ヲ
纏
束
シ
テ

之
ヲ
諸
血
麗
二
李
分
シ
一
家
昆
季
ノ
間
其
貧
富
ヲ
同
フ
セ
サ
ル
南
錦
北
揮
ノ
如

キ
不
季
均
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス
抑
佛
國
現
今
ノ
法
則
ハ
往
昔
ノ
法
則
ト
同
シ

カ
ラ
ス
シ
テ
家
督
ヲ
盆
ス
ル
箕
蓬
ノ
性
算
二
踏
ヲ
間
ハ
ス
肇
柁

驚
昔
ノ
習
二
柔
專
ラ
蒙
ノ
髪
ヲ
保
持
シ
テ
之
ヲ
散
亡
セ
シ
メ
サ
ル

タ
メ
其
財
本
ヲ
匿
分
シ
若
シ
本
人
没
ス
ル
ト
キ
ハ
其
本
人
ノ
父
方
二
薦
ス
ル

不
動
産
ハ
之
ヲ
父
方
ノ
血
麗
二
付
シ
其
母
方
二
属
ス
ル
不
動
趨
ハ
之
ヲ
母
方
ノ

血
属
二
付
シ
其
本
人
生
存
中
自
己
ノ
働
キ
ニ
テ
螢
ナ
ミ
得
タ
ル
動
産
井
二
不
動

産
ハ
之
ヲ
爾
折
シ
テ
父
方
ト
母
方
ト
ノ
血
麗
二
分
付
セ
リ
現
今
法
ニ
テ
ハ
其
父

方
母
方
ノ
動
産
不
動
産
本
人
ノ
螢
ミ
得
タ
ル
動
産
不
動
産
モ
合
シ
テ
之
ヲ
爾
折

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
マ
ロ

シ
其
父
方
ハ
母
方
ト
ニ
分
付
ス
且
叉
其
生
法
二
從
フ
ヲ
旨
ト
ス
ル
カ
故
二
其
財

産
ヲ
分
與
ス
ル
ノ
次
第
ハ
法
律
ノ
想
像
ヲ
以
テ
其
本
人
ノ
生
前
二
在
リ
テ
其
愛

過
ノ
親
疎
厚
薄
ア
リ
シ
ヲ
付
度
ス
ル
ヲ
要
ス
ト
錐
ト
モ
之
ヲ
規
像
ス
ル
ニ
其

父
方
母
方
ノ
差
別
ヲ
ナ
ス
ヲ
得
ス
必
ス
爾
麗
ヲ
同
一
二
見
倣
ス
ヲ
要
ス
喩
ヘ
ハ

父
方
ハ
現
二
本
人
ト
伯
叔
ノ
親
ア
リ
テ
母
方
ハ
十
二
段
目
ノ
從
兄
弟
二
係
ル
ト

錐
ト
モ
以
テ
其
親
疎
ヲ
別
ツ
可
カ
ラ
サ
ル
ハ
唯
甚
父
母
ノ
偏
覗
ス
ヘ
カ
ラ
サ

ル
ヲ
以
テ
推
ス
ヘ
シ
所
謂
一
家
ノ
財
産
ヲ
保
持
ス
ル
カ
タ
メ
云
々
ト
錐
ト
モ
然

ン
ト
モ
亦
其
本
人
随
意
二
遺
書
シ
テ
其
財
産
ヲ
配
分
ス
ル
コ
ト
ア
リ
若
シ
其
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
ニ
　
　
　
　
　
（
四
二
山
ハ
）

遺
書
シ
テ
配
分
ス
ル
ノ
誰
シ
ナ
ケ
レ
ハ
想
像
ニ
ヨ
リ
テ
其
本
人
ノ
意
志
果
シ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
マ
ロ

爾
血
馬
二
李
分
ス
ル
ニ
在
リ
ト
見
徹
シ
之
ヲ
所
分
ス
可
シ
其
想
像
ニ
ヨ
リ
テ
財

産
ヲ
配
分
ス
可
キ
爾
薦
ハ
順
序
如
左

　
　
第
一
　
子
及
孫

　
　
第
二
　
父
母
兄
弟
姉
妹
叔
姪

　
　
第
三
　
本
人
之
奪
族
ノ
親
ノ
爾
驕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
ロ

　
　
第
四
　
父
方
母
方
ト
因
族

　
　
第
五
　
配
偶
者

　
　
簗
政
轟
㌃
隷
蔓
幣
矧
讐
衡
叢
刃

　
但
第
一
ヨ
リ
第
五
マ
テ
血
麗
皆
以
テ
家
督
ヲ
受
ク
ル
ノ
順
次
二
入
ル
ヲ
得
ル

ト
錐
ト
モ
叉
之
ヲ
細
別
ス
レ
ハ
就
中
本
腹
ノ
子
ハ
無
論
家
督
ヲ
得
可
ク
私
生
ノ

子
モ
亦
家
督
ヲ
得
ヘ
シ
姦
通
ノ
子
及
親
子
兄
弟
姦
通
ノ
子
ハ
決
シ
テ
家
督
ヲ
得

ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
抑
子
ハ
男
子
伯
季
ヲ
以
テ
之
ヲ
裂
ス
ル
コ
ー
ヲ
得
ス
罐

群
且
弄
克
弟
錬
蓬
從
兄
弟
二
養
ナ
キ
ノ
故
罠
法
二
所
謂
（
ラ

ボ
ル
）
二
因
テ
之
ヲ
見
ル
可
シ
（
ラ
ボ
ル
）
ト
ハ
割
還
シ
ト
云
フ
義
ニ
テ
則
チ

家
督
人
本
人
ノ
生
前
二
受
ケ
タ
ル
所
ノ
財
産
ヲ
本
人
已
二
没
ス
ル
コ
ト
ノ
後
一

是
ヲ
還
ヘ
シ
テ
更
二
之
ヲ
分
付
ス
ル
コ
ー
ナ
ー
繰
瀦
挙
モ
讐
家
督

人
ノ
中
本
人
生
前
ノ
ト
キ
ニ
受
ケ
タ
ル
財
産
ヲ
固
持
シ
テ
還
サ
・
ル
モ
ノ
ハ
之

ヲ
（
ド
ソ
プ
シ
シ
プ
デ
）
ト
ナ
シ
テ
（
フ
ボ
ル
）
ト
ナ
サ
ス
（
ド
ン
プ
シ
シ
プ

デ
）
ト
ハ
ド
ン
ハ
進
上
ト
云
フ
義
プ
シ
シ
フ
デ
ト
ハ
先
キ
取
リ
ト
云
フ
コ
ト
一
，



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

テ
印
チ
モ
ラ
ヒ
モ
ノ
ヲ
先
キ
取
リ
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
叉
生
法
ノ
義
ニ
テ
家
督
績
ノ

三
付
キ
テ
（
砦
ル
ヴ
ヅ
）
芸
フ
コ
ー
ア
張
議
右
ハ
本
人
ハ
苔

意
二
任
カ
セ
家
督
相
綾
二
命
ス
可
キ
自
由
ア
ル
カ
如
シ
ト
錐
ト
モ
其
諸
財
産
ノ

中
二
其
幾
分
ハ
其
定
リ
タ
ル
家
督
人
二
譲
ル
ヘ
キ
タ
メ
必
ス
動
カ
ス
可
カ
ラ
サ

ル
モ
ノ
ア
リ
之
ヲ
（
レ
セ
ル
ヴ
プ
）
ト
云
フ
但
家
督
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト
錐
ト
モ

民
法
七
百
二
十
七
條
ノ
三
様
ノ
場
合
二
係
ル
モ
ノ
ハ
決
シ
テ
家
督
ヲ
得
ル
ヲ
許

サ
ス
所
謂
レ
セ
ル
ヴ
ブ
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ハ
第
一
二
子
及
ヒ
孫
ノ
如
キ
正
統

ヲ
績
ク
ヘ
キ
モ
ノ
是
ナ
リ
若
シ
子
及
孫
ナ
キ
ト
キ
ハ
爾
驕
ノ
奪
族
ノ
親
之
ヲ
得

ヘ
シ
故
二
其
財
産
ノ
分
ケ
方
二
爾
様
ア
リ
一
ハ
定
マ
リ
タ
ル
家
督
人
二
譲
ラ
ス

シ
テ
本
人
ノ
自
意
二
任
カ
セ
之
ヲ
譲
ル
コ
ト
ナ
リ
之
ヲ
ボ
ル
レ
ヨ
レ
ヂ
ボ
ニ
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ロ

ガ
ト
イ
フ
一
ハ
定
リ
タ
ル
家
督
人
二
譲
ル
コ
ト
ナ
リ
印
チ
レ
セ
ル
ウ
ヲ
）
是
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
レ

リ
蓋
シ
家
督
法
律
ノ
義
二
彼
ノ
想
像
ノ
親
タ
シ
ミ
云
々
亦
未
タ
其
意
ヲ
壷
ク
サ

・
ル
モ
ノ
ア
リ
何
ト
ナ
レ
ハ
其
本
人
ノ
意
中
如
何
ホ
ト
ノ
好
悪
愛
檜
ア
リ
ト
錐

ト
モ
定
マ
リ
タ
ル
正
統
ノ
モ
ノ
ヘ
ハ
決
シ
テ
之
ヲ
譲
ラ
サ
ル
ヲ
得
ス
是
ヲ
以
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

法
律
上
二
血
場
ノ
義
理
ヲ
掲
ケ
タ
リ
之
ヲ
生
法
ト
イ
フ

　
佛
國
ノ
古
昔
ノ
法
律
二
於
テ
ハ
私
生
ノ
子
ハ
養
料
ノ
外
家
督
ノ
割
合
ヲ
得
可

カ
ラ
ス
ト
錐
ト
モ
現
今
ノ
法
律
二
於
テ
ハ
私
生
子
ノ
子
モ
亦
正
子
井
二
諸
血
驕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

・
均
シ
ク
蕎
合
ヲ
得
セ
シ
ム
懇
謬
肋
舞
縫
糟
囑
ノ
尤
姦
通
ノ
子

父
子
兄
弟
姦
通
ノ
子
ハ
與
カ
ル
ヲ
得
ス
猫
り
其
養
料
ヲ
得
ル
ノ
ミ
夫
レ
私
生
ノ

子
ト
姦
通
ノ
子
ト
差
別
ア
ル
所
以
ン
ハ
姦
通
ノ
子
固
ヨ
リ
其
親
ノ
蹟
行
ニ
テ

　
　
　
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
『
家
督
相
績
見
込
』
に
っ
い
て

生
シ
タ
リ
ト
錐
ト
モ
其
生
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
均
シ
ク
之
レ
人
ノ
子
ナ
リ
其
親
ヲ
以

テ
其
子
ヲ
卑
シ
ム
ヘ
キ
ノ
義
ナ
シ
ト
碓
ト
モ
倫
理
二
於
テ
之
ヲ
見
レ
ハ
男
女
ノ

交
リ
本
婚
禮
ヨ
リ
始
マ
リ
婚
禮
行
ナ
ハ
レ
テ
夫
婦
定
マ
リ
夫
婦
定
マ
リ
テ
子
生

マ
ル
人
道
因
テ
以
テ
正
ス
可
シ
故
二
同
シ
ク
失
行
二
厨
ス
ト
錐
ト
モ
私
生
ノ
子

ハ
其
親
其
初
メ
私
通
ニ
テ
生
ミ
シ
ト
錐
ト
モ
其
後
配
偶
ヲ
得
テ
之
ヲ
子
ト
シ
覗

ソ
コ
ト
ヲ
欲
ス
レ
ハ
亦
以
テ
正
子
ト
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ
彼
姦
通
井
二
父
子
兄

弟
ノ
姦
通
ニ
テ
生
ミ
タ
ル
モ
ノ
ニ
至
リ
テ
ハ
醜
鞍
ノ
蝕
敗
倫
極
人
道
ヲ
破
ル

ノ
始
メ
タ
リ
以
テ
差
別
ナ
キ
ヲ
得
ス
抑
家
督
人
ハ
其
家
督
ノ
譲
リ
ヲ
諾
不
諾
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ロ

ル
コ
ト
勝
手
タ
リ
其
譲
ヲ
不
諾
ス
ル
所
以
ン
ハ
本
人
ノ
負
債
其
持
商
二
超
ヨ
ル

等
ノ
場
合
ア
レ
ハ
其
負
債
ノ
責
メ
其
家
督
人
二
鯨
ス
ル
カ
故
ナ
リ
然
レ
ト
モ
若

シ
其
家
督
人
其
本
人
ノ
持
高
ヲ
槍
査
ス
ル
冤
シ
ヲ
得
テ
之
二
諾
ス
レ
ハ
其
時
其

引
受
ケ
タ
ル
家
督
ノ
現
高
ノ
ミ
ニ
テ
償
却
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ
若
シ
叉
家
督
相

績
ス
可
キ
時
二
當
リ
其
相
績
人
出
テ
來
ラ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
家
督
絶

閾
セ
シ
モ
ノ
ト
見
倣
シ
裁
到
役
ヨ
リ
其
家
督
ヲ
譲
ル
可
キ
モ
ノ
ヲ
撰
ム
可
シ
其

場
合
ノ
撰
ヒ
ニ
當
ル
モ
ノ
ヲ
ク
ラ
ブ
ル
ト
云
フ
若
シ
家
督
人
終
二
出
テ
來
ラ
サ

ル
ト
キ
ハ
一
時
其
家
督
ヲ
政
府
二
牧
ム
尤
モ
其
家
督
ヲ
政
府
二
牧
メ
テ
ヨ
リ
三

十
年
以
内
二
或
ハ
家
督
ス
可
キ
人
出
テ
來
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
政
府
ヨ
リ
速
二

其
家
督
ヲ
渡
ス

　
　
ニ
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
ア
ソ
ナ
ブ

一
問
　
日
本
二
於
テ
家
督
相
績
ノ
コ
ト
ニ
付
キ
特
二
一
法
ヲ
起
シ
然
ル
可
キ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
　
　
（
四
二
七
）



　
　
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
『
家
督
相
績
見
込
』
に
つ
い
て

　
叉
ハ
華
士
族
李
民
ノ
如
キ
民
ヲ
分
ケ
タ
ル
各
族
二
付
キ
一
法
ヲ
設
ケ
然
ル

　
可
キ
ヤ

答
民
モ
國
モ
分
タ
サ
ル
コ
ト
固
ヨ
リ
良
法
タ
リ
國
ヲ
分
カ
タ
サ
ル
コ
ト
ハ

　
目
本
ニ
テ
モ
今
ハ
昔
日
各
藩
國
ノ
互
二
其
制
度
風
俗
ヲ
異
ニ
セ
シ
カ
如
ク

　
ナ
ラ
ス
淳
化
一
轍
布
令
一
途
二
蹄
シ
テ
別
二
事
故
ア
ル
ヲ
見
ス
西
洋
各
國

　
ト
錐
ト
モ
初
メ
ハ
日
本
二
均
シ
ク
土
地
風
俗
所
在
一
ナ
ラ
サ
リ
シ
カ
各
邦

　
漸
ク
其
部
域
ヲ
一
統
シ
法
律
モ
容
易
ス
ク
一
途
二
露
セ
シ
メ
タ
ル
コ
ト
ハ

　
千
八
百
六
十
六
年
伊
多
利
亜
ノ
一
統
セ
シ
叉
當
時
日
耳
曼
ノ
一
統
セ
シ

　
及
瑞
西
ノ
ニ
十
二
國
ノ
法
律
ヲ
一
途
二
露
セ
シ
カ
如
キ
以
テ
其
得
失
ヲ
計

　
較
ス
ル
ニ
足
ラ
ン
叉
民
ヲ
分
タ
ル
コ
ト
ニ
付
テ
西
洋
ノ
例
ヲ
墨
ケ
ン
西
洋

　
ニ
テ
モ
所
謂
華
士
族
ナ
ル
モ
ノ
ハ
李
民
ト
比
ス
レ
ハ
稽
ヤ
公
穣
ヲ
許
サ
レ

　
タ
ル
カ
如
ク
家
督
相
績
モ
亦
李
民
ト
少
シ
差
別
ア
レ
ト
モ
武
人
兵
士
ヲ
以

　
テ
李
民
ノ
上
二
列
セ
ス
武
人
兵
士
亦
均
シ
ク
李
民
ナ
リ
魯
西
亜
豪
斯
吐
利

　
亜
英
國
ノ
如
キ
以
テ
観
ル
可
シ
日
本
二
於
テ
人
民
二
族
ヲ
立
テ
差
別
ス
ル

　
コ
ト
ハ
余
頗
フ
ル
此
國
二
於
テ
損
ア
リ
得
ナ
キ
ヲ
見
ル
目
本
二
所
謂
華
族

　
ナ
ル
モ
ノ
ハ
奮
墓
肘
解
慶
ト
共
二
頓
二
其
閥
榮
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ニ
ヨ
リ
其

　
人
品
モ
財
産
モ
轍
チ
李
民
ト
一
轍
ト
ナ
リ
テ
可
ナ
ラ
ソ
尤
モ
日
本
ノ
古
制

　
ヲ
崇
奪
ス
ル
意
二
本
キ
テ
ハ
其
位
爵
ノ
詮
記
等
ハ
永
傳
持
存
セ
シ
メ
テ
可

　
ナ
リ
而
シ
テ
家
督
相
績
ノ
如
キ
ハ
全
ク
李
民
一
轍
ヲ
以
テ
定
ム
可
シ
元
來

　
此
家
督
分
配
ノ
法
人
民
一
般
一
轍
二
臨
ス
レ
ハ
各
民
一
家
ノ
不
動
産
田
畑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
　
　
（
四
二
八
）

　
等
モ
甚
匿
分
ヲ
得
テ
全
國
生
財
ノ
大
道
遂
二
基
緒
二
就
ク
ニ
至
リ
地
力
因

テ
以
テ
撃
饒
因
テ
以
テ
攣
ラ
ン
コ
嚢
フ
可
菲
ラ
サ
ル
旙
購

　
　
ノ
大
道
基
緒
二
就
ク
云
々
ト
ハ
一
家
若
干
ノ
財
本
モ
一
人
ニ
テ
之
ヲ
保
有

　
　
セ
ン
ヨ
リ
其
一
門
ノ
子
弟
血
囑
二
分
ツ
テ
之
ヲ
螢
理
ス
ル
ト
キ
ハ
其
螢
理

　
　
ノ
効
互
二
全
力
ヲ
生
シ
得
ル
所
必
ス
前
日
二
倍
セ
ソ
因
テ
一

　
家
ヲ
以
テ
全
國
二
推
ス
ノ
着
眼
痛
ク
工
夫
ヲ
置
ク
可
キ
ナ
リ

　
　
蓋
シ
法
律
ハ
將
來
ノ
コ
ト
ヲ
定
ム
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
之
ヲ
既
往
二
及
ボ
ス

　
可
カ
ラ
ス
ト
論
シ
タ
ル
コ
ト
其
意
決
シ
テ
蓮
フ
可
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
何

　
　
ン
ト
ナ
レ
ハ
家
督
ハ
其
本
人
没
後
二
於
テ
論
端
ヲ
生
ス
可
キ
モ
ノ
ナ
ル
カ

　
故
二
法
律
ハ
預
メ
定
メ
オ
キ
テ
更
二
障
碍
ナ
シ
是
則
チ
各
國
各
法
普
通

　
　
ノ
コ
ト
ナ
リ
所
謂
士
族
ノ
家
督
相
績
李
民
一
轍
タ
ル
可
キ
コ
ト
ハ
勿
論
唯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
ロ

　
其
家
蔵
扶
持
等
ハ
奮
貫
二
因
リ
テ
之
ヲ
渡
サ
・
ル
ヲ
得
ス
若
シ
士
族
ト
李

　
民
ト
差
別
ヲ
ナ
シ
テ
惣
領
ヲ
定
ム
ル
ト
キ
ハ
末
世
ノ
政
府
二
至
リ
避
ク
可

　
　
カ
ラ
サ
ル
ノ
大
害
ヲ
生
セ
ン
然
レ
ト
モ
之
ヲ
腱
置
ス
ル
ノ
緩
急
ハ
余
ノ
敢

　
　
テ
知
ル
所
ニ
ア
ラ
ス

ニ
問
　
家
督
相
績
ノ
コ
ト
ヲ
人
民
一
轍
ト
ナ
ス
ト
モ
条
テ
日
本
ノ
通
脅
タ
ル
惣

　
　
領
二
家
督
ス
ル
コ
ト
ニ
符
合
ス
ル
ヤ
否
ヤ

答
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モ
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合
ス
可
シ
ト
思
フ
其
故
ハ
本
人
二
其
子
籔
人
ノ
中
叉
ハ
兄
弟
叔

　
　
姪
ノ
中
へ
其
随
意
ヲ
以
テ
財
産
ヲ
護
ル
可
キ
ノ
様
ア
ラ
シ
ム
レ
ハ
印
チ
可

　
　
ナ
リ
且
其
遺
書
尺
譲
ル
可
キ
趣
意
井
二
其
箇
條
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定
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ハ
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シ
キ
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マ
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ヲ
得
ン
コ
ト
更
二
容
易
ナ
ラ
ン
其
本
人
ノ
権
云
々
ハ
印
チ
生
法
二
由
リ
テ

　
各
國
各
法
二
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通
タ
リ



　
　
譲
ル
可
キ
婆
ノ
子
二
蒔
産
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揚
シ
テ
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ル
ヴ
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ノ
義
務
ハ
濁
リ
其

　
　
一
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二
在
ラ
ス
其
身
死
ス
ト
錐
ト
モ
其
徳
猶
其
子
二
在
ル
可
シ
故
二
豫
シ

　
　
メ
其
後
途
ヲ
ナ
シ
其
財
産
ヲ
分
配
債
存
ス
ル
ト
キ
ハ
則
チ
其
子
タ
ル
モ
ノ

　
　
以
テ
憂
ヘ
ナ
カ
ル
可
シ
此
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合
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於
テ
日
本
ノ
通
例
甚
便
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ナ
ル
コ
ト
ア

　
　
リ
其
故
ハ
日
本
ニ
テ
ハ
其
親
没
ス
ル
ト
キ
ハ
其
惣
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タ
ル
モ
ノ
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兄
弟
ヲ
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ス
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ノ
習
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生
ス
ル
コ
ト
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得
可
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今
日
本
二
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テ
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此
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欲
セ
ハ
博
ク
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趣
旨
ヲ
西
洋
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二
揉

　
　
リ
テ
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適
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ヲ
酎
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ス
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シ
夫
レ
随
意
二
遺
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ル
ノ
権
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ラ
シ
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ハ
英
米
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二
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テ
最
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行
ハ
レ
テ
其
事
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二
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親
ノ
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ヲ
定
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ル
コ
ト
ヲ
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ス
ト
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ト
モ
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叛
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ヲ
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介
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得
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テ
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囑
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ス
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ト
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績
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に
つ
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在
リ
テ
ハ
甚
其
開
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ヲ
害
シ
及
ヒ
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風
俗
ヲ
餓
ル
ノ
徴
ヲ
ナ
セ
ル
コ
ト

ハ
歴
々
萬
國
ノ
史
傳
二
見
ヘ
タ
リ
今
マ
日
本
ニ
テ
ハ
妻
ノ
下
二
妾
ヲ
納
ル
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コ
ト
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來
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通
習
タ
リ
然
ト
モ
妻
妾
丼
立
チ
テ
衆
ノ
排
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ス
ル
所
ト
ナ
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終
二
共
和
ノ
方
ヲ
以
テ
之
ヲ
一
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セ
リ
若
シ
一
家
ノ
財
産
ヲ
學
テ
之
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一
人
ノ
子
二
輿
フ
ル
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一
人
ノ
兄
弟
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ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
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嫁
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一
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務
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燈
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績
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